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１ ．はじめに

昭和54年（1979年）、養護学校義務制、設置義
務施行1）と同時に「盲学校、聾学校及び養護学
校小学部・中学部学習指導要領」、「盲学校、聾学
校及び養護学校高等部学習指導要領」2）が告示
された。
この学習指導要領は、 従来の学校種別の学習指

導要領を一本化し、盲・聾・ 養護学校の小学部か
ら高等部まで同時に改訂したことが特徴である
が、大きな変更点は、 児童生徒の障害の状態等に
応じた教育課程の一層の弾力的な編成の配慮が示
されたことである。さらに、総則、教育課程一般
の中で、「 9  心身の障害のため通学して教育を受
けることが困難な児童又は生徒に対して、教員を
派遣して教育を行う場合」として訪問教育が開始

さた。訪問教育の対象となる児童生徒の多くは、
重複障害があり、学習指導要領では「重複障害者
のうち、学習が著しく困難な児童又は生徒につい
ては、各教科、道徳若しくは特別活動の目標及び
内容に関する事項の一部又は各教科に替えて養
護・訓練を主として指導を行うこと。」と示された。
しかし、それまでの盲学校、聾学校、養護学校に
あっては、重複障害のある児童生徒の指導につい
ての実践例の蓄積が少なく、教育課程、指導内容・
方法等の確立、体系化が課題としてあげられ、訪
問教育担当者、重複学級担当者を中心に様々な実
践研究が報告された。
この養護学校義務制時に発足した岩手県におけ
る「特別支援教育ケース研究会（発足時は重度・
重複障害教育研究会）」（以下ケース研とする）は
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40年間、大学研究者と学校現場、教育センター等
の教員とが定例会を継続して設け、その時々にお
ける特別支援教育をめぐる社会情勢の変化との対
応、特別支援教育の課題を含みながら、相互の実
践事例を発表し、一人一人の力量を高めると同時
に、対象児童生徒の指導に生かし、それぞれの課
題解決の一助としてきている。定例会での発表内
容は、その時々の特別支援教育における指導方
法・内容等の変遷を示すものであると同時に、課
題を含んでいることが推察される。
また、近年発達障がいがあると思われる児童生
徒の増加3）により特別支援学校、特別支援学級、
通常学級においても一人一人への対応の仕方、指
導方法や指導内容の工夫が不断に行われることが
求められている。
そこで、ケース研で行われてきた昭和54年（1979

年）から令和元年（2019年）まで発行を続けてい
る研究紀要 1号から41号に掲載された事例報告を
三期に分け、分析することにより、これから取り
組むことが必要な課題、重点とする内容について
明らかにする。

２ ．方法

（ 1）事例報告テーマの選定
研究紀要は 1号から41号まで出され、それぞれ
の紀要には 5 ～13編の事例が報告され、全部で
326事例すべてを対象とすることとした。（表 1）
また、報告の時期を 1号（1979年）から10号
1988年）までの101編をA期、11号（1989年）か
ら29号（2007年）までの160編をB期、30号（2007年）
から41号（2019年）までの65編をＣ期とし、それ
ぞれにおいて分析を行うこととした。

A期は重度・重複障害のある児童生徒を初めて
教育の対象とした時期、B期は10年を経様々な指
導について知見が蓄積された時期、C期は重度・
重複障害以外の障害への対応が始まった時期と捉
えた。
（ 2）事例報告テーマの分析方法

A期から C期までの事例報告全326事例すべて
を分析対象とし、分析は「KH Coder3」4）を用いて、

計量テキスト分析を行った。
前処理では「未知語等の抽出しない語」等を設
定し、総抽出語数異なる分析に必要な語数を抽出
した。その後、上位150語とその出現頻度、共起ネッ
トワークにより分析・解釈を行った。

表 １　事例報告テーマ
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３ ．結果と考察

（１）事例報告テーマの分析結果A期
①　単語頻出分析
A期における研究紀要より抽出した「研究テー
マ」をKH Coder3を用いてテキストマイニングを
行った。KH Coder3の前処理実施の結果、分析対
象の総抽出語数は1,414語、異なり語数308語で、
未知語は除外した。抽出された上位150語を表 2
に示す。

②　共起ネットワーク分析
「研究テーマ」を共起ネットワーク分析（最少
出現数： 1）の結果を図 1に示す。 6語以上が結
びついている箇所に注目し 3つのサブグラフを確
認した。サブグラフ aは、重度・重複障害児の実
態把握と行動を理解する群、サブグラフ bは学習、
指導課題を探る群、サブグラフ cは個々の事例を
研究する群と解釈した。
サブグラフ aにおいて頻出する「指導」は、「重
度」「重複」「障害」と結びつき、義務化まで十分
に理解されていなかった「重度・重複障害」のあ
る児童生徒への指導の重点化示唆し、そのために
は、「行動」と「コミュニケーション」を理解す
ることと同時に早期教育の必要性も視野に入れて
いたことが伺える。
サブグラフbから、頻度は少ないが「学習」「課題」
「試み」の繋がりから実態把握と同時に学習課題
を設定し、少ない実践を数多く行ってきたことが
推察される。
サブグラフ cからは、「対人」「関係」「拡大」から、

言語活動により対人関係の拡大（コミュニケー
ション）を個別に指導する中で研究と結びつけて
きた実態があることが伺えた。

表 ２　A期において抽出された150語

図 １　A期の共起ネットワーク
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（ 2）事例報告テーマの分析結果B期
①　単語頻出分析
A期同様にB期における研究紀要より抽出した

「研究テーマ」をKH Coder3を用いてテキストマ
イニングを行った。前処理実施の結果、分析対象
の総抽出語数2,436語、異なり語数425、 未知語は
除外した。抽出された上位150語を表 3に示す。

②　共起ネットワーク分析
B期は、義務制から10年を過ぎた時期で、A期

で得た児童生徒の実態把握の知見を基に展開され
た時期である。「研究テーマ」を共起ネットワー
ク分析（最少出現数： 1）した結果を図 2に示
す。A期同様に 6語以上が結びついている箇所に
注目し 3つのサブグラフを確認した。サブグラフ
aは、コミュニケーション及び運動・感覚発達群、
サブグラフ bは、個に応じた計画の在り方群、サ
ブグラフ cは学習認知及び学習場面群、 サブグラ
フ dは、課題への連携群と解釈した。サブグラフ
aにおいて、 「不自由」を中心により強い繋がりを
示す「発達」「運動」「感覚」は、運動発達や感覚
器官の向上を目指した実践がなされるとともに、
「コミュニケーション能力」を高める指導がなさ
れ、 サブグラフbは、 個に応じた、一人一人の実態、
有する能力に応じた計画が立てられようになって
きていると解釈できる。 サブグラフｃでは、「学
習」に「認知」「関心」が結びつき、学習場面で
学習認知の有様と学習場面、作業場面での環境の
重要性を意識した取り組みが行われたことを示し
ていると推察する。サブグラフｄでは、児童生徒
課題への取り組みにおいて、健康面を配慮できる
保護者、関係機関との連携が重要視された。

図 ２　B期の共起ネットワーク

表 ３　B期において抽出された150語
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（３）事例報告テーマの分析結果C期
①　単語頻出分析
C期では、KH Coder3の前処理実施の結果、分

析対象の総抽出語数1、104語、 異なり語数329語、 
未知語は除外した。抽出された上位150語を表4に
示す。

②　共起ネットワーク分析
C期は特別支援学校が養護学校から特別支援教
育への転換が行われた時期であり、特別支援学校
の役割としてセンター的機能が位置づけられた時
でもある。前期同様に、「研究テーマ」を共起ネッ
トワーク分析（最少出現数： 1）した結果を図 3
に示す。A、B期同様に 6語以上が結びついてい
る箇所に注目し 3つのサブグラフを確認した。サ
ブグラフ aは特別支援学校の役割群、サブグラフ
bは認知発達と虐待群、サブグラフ cは児童生徒
への行動問題への介入群と解釈した。 サブグラ
フ aにおいて「支援」を中心に「指導」「病弱」「学校」
が密接に繋がり、特別支援の必要な児童生徒の指
導について、「病弱」「中学」が連なり、在籍数の
多い発達障がいの児童生徒への支援について、そ
の適応指導が多くなってきていることが伺える。 

サブグラフ bでは、「虐待」が「発達」「障る」と
密接に繋がり、近年増加している児童虐待と発達
との関係性を考慮した指導が求められていること
が推察される。 サブグラフ cは、上記と関連し
て、引き出される知的障害に類似した様相を呈す
る児童生徒の日常的な特異な行動（以下、行動障
害という）への効果的な介入の仕方についての検
討が行われるようになってきていることが明らか
となった。

図 ３　C期の共起ネットワーク

表 4　C期において抽出された150語
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4 ．まとめ
A期からC期までで明示されたことは、以下の

通りである。
A期では、中山（1980）が提言している「昭和

54年度からの養護学校の義務制により、どんなに
重い、重複した障害をもつ子どもに対しても学校
教育を保障していく方向性が明確となり、特殊教
育諸学校における重度・重複化の傾向が一層進行
してきた。 そして、重度・重複障害児の教育が
混乱しているのは、この子ども達の教育指導上の
困難さによるだけでなく、従来の教育のあり方や
指導内容・方法をもってしたのでは、この子ども
達の教育が解決しがたい基本的問題をもっている
からと思われる。」5）  のように、従来の教育の対
象外であった児童生徒の指導のあり方や指導内
容・方法について、教科指導中心の考えでは対応
が極めて困難であり、児童生徒の実態から具体的
な指導を模索し、導き出すことに集中して取り組
んできたことが分析からも明らかになった。　　　
また、指導に際し、指導課題あるいは指導を行っ
ていく過程で必要となる児童生徒との「コミュニ
ケーション」について、その行動や知的理解が極
めて困難な実態と結びつけて、指導、研究、実践
されてきたことが伺えた。

B期は、重度・重複障害児の実態の多様さの中
で、様々な実践が行われ、その取り組みの成果と
して、一人一人の子どもの成長・発達の確かさ等
が定着してきた時期でもあることが明確となっ
た。A期を経て、 重度・重複障害児に対する指導
に於いて、一人一人に合わせた運動、感覚器官向
上の取り組みが一般的に確立され、指導一定の成
果が導き出された。同時に、コミュニケーション
能力の向上への指導も感覚器官向上と密接に結び
つき行われてきたところである。
また、新たに学習場面（作業学習を中心とした）
における「認知」と「関心」とを結びつけた指導
が求められてきたことが示されている。

C期では、「現在、教育界における喫緊の課題は、
これまで本会が取り組んできた「重度・重複障害」
だけではなく、学習障害などの「発達障害」が大

きくなってきており、このことに対応した研鑽を
積む必要が生じてきたこと。6）が明らかとなる
結果であった。
近年、特にも、 発達障害（LD、ASD、ADHD）

の障害認知に伴う、発達障害があると思われる児
童生徒の急激な増加は「重度・重複障害」のある
児童生徒の指導に可及的に取り組んだ時期と同様
な様相を呈してきている。特にも、 C期初期には、
「病弱特別支援学校」と結びつき、児童虐待（心
理的虐待の増加）や不登校児童生徒への指導が大
きな課題として浮かび上がってきている。また、
二次障害として、行動障害への効果的な介入の仕
方やその基盤となる児童生徒との「コミュニケー
ション」の指導が効果的に行われていることが示
された。
今研究から、 以上のような時期を経て現在に

至っている特別支援教育が、今後、さらに継続的
に取り組むことが求められる課題として、その方
向性を探ると、以下の三点があげられる。
（ 1）児童生徒の実態把握の充実
児童生徒の実態把握が重度・重複障害教育にお
いて、指導上なによりも必要だったように、障害
の多様化が進む現在においても、その重度度は普
遍である。
日々、増加傾向にある発達障害（ADHD、LD、

ASD等）・心身症・軽度の知的障害は、 明確に判
別ができにくい部分があり、状態が重複している
ケースもある。しかし、指導者から見た、その障
害あるいは傾向から、学習面での課題や心理的な
側面を考慮して指導に生かしていくことは、必要
不可欠である。
近年、学習面での不振や不安、友達との関係の
躓きと強く結びつき、不登校という結果をもたら
していることも推察される。
また、専門性を担保すべきアセスメント技法の
習得と同時に、児童生徒の実態把握上、指導にあ
たる教師相互の情報交換、いわゆる、指導者自身
のコミュニケーション能力の向上が求められてい
るのである。日々の多忙な時間にあっても、教師
間での児童生徒に関する情報交換が求められてい
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るのである。
特別支援学校、特別支援学級、通級指導学級担
当者のみならず、通常学級担当者においても、在
籍する発達障害等のあると思われる児童生徒の指
導にあっては、指導の課題設定の基礎となる実態
把握を細かく行うことは、指導の基本である。
（ 2）「コミュニケーションの指導」の充実
重度 •重複障害のある児童生徒の指導から発達

障害を含めた多様な障害のある児童生徒の指導方
法、内容の新たな開発へと進んできたが、不変的
な課題として、児童生徒のコミュニケーション課
題はこれからもその解決に向けて進んでいくであ
ろう。 

これまで、重度・重複障児にとって、「コミュ
ニケーションの指導」は重要で、子どもの発達段
階と言語の実態を重視し、両者を比較検討して、
音声言語のみに固執することなく、サイン言語の
獲得や文字盤等により、コニュニケーション行動
の基礎を養ってきた。
重度・重複障児、発達障害児、多様な障害のあ
る児童生徒にとって「コミュニケーションの指
導」は、自分の意思を伝えることによる情緒の安
定、コミュニケーションツールの活用、ダブレッ
トの活用等、いわゆるノンバーバルコミュニケー
ションを含めたコミュニケーション能力の育成に
さらに重点を置くことが必要であり、その重要性
はますます日々の指導の上で比重を増してくるだ
ろう。
特にも、近年、病弱特別支援学校において増加
している発達障害を併せ持つ精神疾患のある児童
生徒に対する、中心的な課題のひとつである「コ
ミュニケーション指導」は、その重要性を増して
いる。このことは、今研究からも明らかであると
同時に、新学習指導要領解説自立活動編（幼稚部・
小学部・中学部）7）自立活動コミュニケーショ
ン「（ 3）状況に応じたコミュニケーションに関
すること③他の項目との関連例」では、病弱教育
での入院後、入院中の幼児児童生徒が状況に応じ
たコミュニケーションを展開できるために「 2心
理的な安定」や「 3人間関係の形成」等との相互

関連を具体的に設定することの大切さが加筆され
ている。
（ 3）連続性のある「多様な学びの場」の充実   

家庭や地域を離れ施設・病院で生活することが
多い病弱特別支援学校の児童生徒において、学習
保障や地域との結びつきを大切にした多様な学び
の場（交流及び共同学習、遠隔授業等）を提供す
ることが求められている。

C期において顕著な傾向として示されている発
達障害等のある児童生徒の指導においても、まさ
に多様な学びの場で展開されるべきものである。 

小・中学校における通常の学級、通級による指導、
特別支援学級、特別支援学校といった、連続性の
ある「多様な学びの場」を活用し、現在行われて
いる交流及び共同学習を充実させていくことが肝
要である。
また、障害や障害のあると思われる児童生徒、 
いわゆる、個別の教育的ニーズのある児童生徒に
とって、自立と社会参加を見据えて、教育的ニー
ズに最も的確に応える指導を提供できる、学習し
やすい、生活しやすい多様で柔軟な仕組みや環境
を整備することが重要である。
それぞれの児童生徒が、授業内容が分かり学習
活動に参加している実感・達成感を持ちながら、
充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付け
ていけるかどうか、これが最も本質的な視点であ
り、そのための多様で柔軟な仕組みや環境整備が
必要であり、今後の充実が大きな課題であると考
える。
このことは、障害のある児童生徒と障害のない
児童生徒が、同じ場で共に学ぶことを目的とする
インクルーシブ教育システム構築につながるため
のものである。
最後に、久しく特別支援教育にあっては、地域
との連携（福祉や医療等）が叫ばれてきた。しか
し、現在では、地域の教育資源（幼・小・中・高
等学校及び特別支援学校等、特別支援学級、通級 

指導教室）が有機的に結びついていくことが求め
られている。それぞれの学校に位置付けられてい
る特別支援コーディネーター、組織的に対応でき
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る学校マネジメントの重要性が、日々大きくなっ
てきているのである。これらを進める上で不可欠
な特別支援学校の役割である「センター的機能」
の充実に期待したい。
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